
                

                                              ２０２０年９月２日 
 

教職員・学生各位 

学長 寺嶋 一彦 

 
＜重要＞「新型コロナウイルス感染症に対する本学活動基準」 

の一部変更について 

 

８月 24日に愛知県独自の新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が解除さ

れたことと等により，本学活動基準について以下のとおり一部変更を行います。 

 

 

「出張等」及び「施設利用・構内入構」については，当面の間，レベル

1.5 とします。（その他の項目の活動基準レベルに変更はありませんが，

「授業」の移動に関する補足を見直しました） 
 

【出張等】 

●不要不急の出張・移動の自粛 

県外の流行地域 

・東京都等一部首都圏（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県） 

・大阪府等一部関西圏（大阪府，京都府，兵庫県） 

・沖縄県，福岡県 

●やむを得ない事情等で流行地域に出張・移動を行った場合 

・１週間はできる限り人と人との接触機会を少なくするよう慎重な対応

をお願いします。 

・新しい生活様式の実践例に示された体温測定等健康状態及び行動の内

容（出張等時含む，対面者，施設等の滞在時間，マスクの有無等）を

必ず記録願います。 

・普段とは違う体調の変化，違和感があった場合は出校せず，感染拡大

防止策をとってください。 

（これまでは，県内外を問わず不要不急の出張・移動の自粛，やむを得ず

県外に出張・移動の際は，１週間は在宅勤務等で，できる限り人との接

触企画を少なくすることを要請しておりました） 

 

【施設利用・構内入構】 

●流行地域からの学外者は原則施設利用・構内入構禁止 

・ただし，大学の機能維持，教育研究活動の継続等に必要な打合せ， 

物品の納入，工事施工，取材等は購入を認めることができる。 

・流行地域は「出張等」で示した都府県と同じです。 

（これまでは，流行地域を問わず，学外者の施設利用・構内入構を原則禁

止としておりました） 

 

詳細は別紙を参照願います。 



                

 

（趣旨） 

①８月 24 日に愛知県独自の新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が解除さ

れたこと 

②新型コロナウイルスの全国の感染者数は８月７日を境に減少傾向にあること③

愛知県の感染者数は，7月 28日から 100人を上回っていた新規感染者数が８ 

月 14日以降は，２桁台で推移していること 

④豊橋市の感染者は，７月 16日～８月 25日までに 53人の感染が確認されたが， 

最近の感染者数は減っていること 

⑤しかしながら，全国の多くの都道府県で多くの感染が発生していること 

⑥愛知県内においても，感染者数は減少傾向にあるものの，高齢者(60歳以上) 

の感染率は高くなってきていること 等 

以上の状況を鑑み，「出張等」及び「施設利用・構内入構」については，当面の

間，レベル 1.5とします。 
 

 本学の対応については，本学の感染状況（態様，多寡，感染経路等），今後の愛

知県を始め国内の感染状況，国，愛知県の対応等を踏まえ，活動基準レベルやその

適用日等の予定を変更することがありますので，ご承知おきいただくとともに，そ

の際には，速やかに，ホームページやメール等により，周知します。 

 

なお，引き続き，全構成員のみなさんが「新しい生活様式の実践例｣を確認の上，

行動等に際し適切な感染予防策を行うことが，本学や地域における感染拡大を防止

することにつながります。本件については，８月６日付けで通知しております「【注

意喚起】新型コロナウイルス感染症拡大・感染防止対策の徹底について」を再度ご

確認いただき，日々の生活の中での実践を改めてお願いいたします。 

 

また，８月 25 日付けで，「新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防

止に向けて」と題して文部科学大臣よりメッセージが発出されました。 

教職員・学生の皆様におかれては，以下 URL よりメッセージをご確認いただき，

新型コロナウイルス感染症を正しく理解し，正しい知識のもとに差別や偏見を生

まないための適切な行動を心がけていただくよう併せてお願いいたします。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00013.html 

 

 

 

 

 

 

 

  



                

(別紙)                 

項目 レベル 活動基準の内容 

【出張等】  

１．５ 

 

＊ レ ベ ル

２→1.5 へ

移行 

●感染拡大防止措置の上 

・新しい生活様式等の実践を徹底し，流行地域への不要不急の

出張・旅行・移動は自粛 

・流行地域以外への不要不急の出張・旅行・移動は慎重 

 

＜補足１＞ 

 流行地域： 

 ・東京都等一部首都圏（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県） 

 ・大阪府等一部関西圏（大阪府，京都府，兵庫県） 

 ・沖縄県，福岡県 

＜補足２＞ 

○やむを得ない事情等で流行地域に出張等する場合 

・所属長等（学生の場合は，指導教員，クラス担任）と相談の上，

本学に通う居住地(豊橋市内等)に戻った後，１週間はできる

限り人と人との接触機会を少なくするよう慎重に対応してく

ださい。 

 

・新しい生活様式の実践例に示された体温測定等健康状態及び

行動の内容（出張等時含む，対面者，施設等の滞在時間，マス

クの有無等）を必ず記録してください。 

○県内外問わず出張等後，体調変化があった場合は，出勤・出校

しないなど，再掲する「【注意喚起】新型コロナウイルス感染

症拡大・感染防止に関する対策の徹底について」の「症状発生

時における適切な対応と大学への連絡」に従い対応してくだ

さい。 

○発熱等体調が優れない場合は，不要不急以外の旅行・移動であ

っても，自粛してください。 

【施設利

用・構内入

構】 

 

１．５ 

 

＊ レ ベ ル

２→1.5 へ

移行 

 

 

●感染拡大防止措置の上 

＜学生・教職員，学外者（流行地域を除く）＞ 

・新しい生活様式等の実践を徹底し，施設利用・構内入構 

 

＜学外者（流行地域）＞ 

・原則，施設(図書館，研究所,センター等)利用，構内入構禁止 

・ただし，大学の機能の維持，教育研究活動の継続等に必要な

打合せ，物品の納入，工事施工，取材等は構内入構を認める

ことができる。 

＜補足＞ 

 流行地域： 

 ・東京都等一部首都圏（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県） 

 ・大阪府等一部関西圏（大阪府，京都府，兵庫県） 

 ・沖縄県，福岡県 



                

＜補足＞ 

・教育・研究活動等の打合せ，就職相談等は原則，オンラインに

よる。 

・清掃業者，食堂・売店関係者，郵便，宅配，弁当等は入構可 

＜図書館,研究所,センター＞ 

・新しい生活様式等の実践を徹底し，施設開館 

【授業】  

現行 

レベル２ 

(8/06～) 

変更なし 

 

 

補足の見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●感染拡大防止措置の上 

・新しい生活様式等の実践・励行を徹底し，授業の実施 

・遠隔授業の積極的利用 

・対面授業の制限 →（教室収容定員 50%） 

・演習・実習の制限 →（教室収容定員 50%） 

 

＜補足＞学生のみなさんへ 

○流行地域への不要不急の移動（出張・旅行（帰省を含む））は

自粛， 流行地域以外への不要不急の移動は慎重な行動をお

願いします。 

○やむを得ない事情等で流行地域に移動する場合 

・指導教員，クラス担任と相談の上，本学に通う居住地(豊橋市

内等)に戻った後，１週間はできる限り人と人との接触機会を

少なくするよう慎重に対応してください。 

 

・新しい生活様式の実践例に示された体温測定等健康状態及び

行動の内容（出張等時含む，対面者，施設等の滞在時間，マス

クの有無等）を必ず記録してください。 

・体調変化があった場合は，出校しないでください。 

・県内におけるやむを得ない移動，日常生活を含め，できる限り

人と人との接触機会を少なくするよう慎重に対応してくださ

い。 

○県内外問わず移動後，体調変化があった場合は，出校しないな

ど，別途送付の「【注意喚起】新型コロナウイルス感染症拡大・

感染防止に関する対策の徹底について」の「症状発生時におけ

る適切な対応と大学への連絡」に従い対応してください。 

○発熱等体調が優れない場合は，不要不急以外の移動であって

も，自粛してください。 

 

 


